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東安居小学校ＰＴＡ規約 

 

第１条（名称）この会は、福井市東安居小学校ＰＴＡと称し、事務所を福井市東安居小学校（福井市

水越２丁目５０３）におく。 

第２条（目的）この会は、会員が家庭・学校・社会における児童教育について理解を深め、互いに協

力して学校および地域の教育的環境の整備・浄化を図ると共に、会員の教養を高め、

相互の親睦を深めることを目的とする。 

第３条（方針）この会は、教育を振興することを目的とした民主団体で、特定の政党や宗教に偏るこ

となく、児童の福祉増進のために活動する他の団体・機関と協力するが、学校の人事

には干渉しない。 

第４条（会員）この会の会員は、東安居小学校に在籍する児童の保護者と教職員および本会の主旨に

賛同する者とする。 

第５条（会計）会計は一般会計と特別会計を置き、この会の経費は会員の納める会費と事業の収入お

よび自発的寄付金をもって支弁する。 

第６条（会計年度）この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第７条（会費）この会の会費は、月額一人当たり３５０円とする。ただし、１家庭３名以上本校に在

籍する場合は、３人目からは免除する。 

第８条（決算）この会の決算は、年度末において会計監査による監査を経て総会に報告され承認を得

なければならない。 

第９条（役員・会計監査・学年委員）この会に次の役員ならびに会計監査、学年委員をおく。 

会長     １名 

副会長    必要に応じて適宜置く。 

庶務     ２名（保護者・教職員各１名） 

会計     ２名（保護者・教職員各１名） 

部長・副部長 必要に応じて適宜置く。 

会計監査   ２名 

学年委員   役員以外の４，５年生保護者 

第１０条（任務）役員および会計監査、学年委員の任務は次の通りとする。 

会長     この会を代表し、すべての会を招集し、あらゆる会務を総括する。 

副会長    会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。 

副会長（女性）は、母親相互の連帯感を高め、母親としての資質向上に努める。 

庶務     各会合の議事、諸活動の記録、書類等の保管、その他庶務一切を処理する。 

会計     予算に基づいて一切の会計事務を処理し、総会に決算報告をする。また、予算

案の立案に協力する。 

部長・副部長 各部の事業を推進する。 

会計監査   年度末において会計の監査を行い、総会に監査報告をする。 

学年委員   この会の事業推進に協力する。 

第１１条（役員・会計監査の選出および任期） 

役員・会計監査の選出および任期は次の通りとする。    

      １ 次年度役員候補及び立候補を受け付け、会長・副会長・校長・教頭が選考委員になり選考す

ることとする。 

２ 適任と認められた役員・会計監査は、年度末の全委員会で内定し、総会において承認を受け

て就任し、任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

第１２条（機関）この会に次の機関を置く。 

１ 総会 

・総会は全会員をもって構成され本会の最高決議機関である。 

・定期総会は年度はじめに会長が召集し前年度の事業報告および収支決算、本年度事業計     

画および収支予算、役員および会計監査役員の承認その他の事項について審議する。 

２ 役員会 
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・役員会は役員、校長及び教職員代表をもって構成する。 

・予算の立案、行事計画、その他必要事項を協議する。 

３ 全委員会                   

・全委員会は、役員、学年委員および教職員によって構成され、総会に次ぐ決議機関である。 

４ 部会  

・事業を推進するにあたり、必要に応じて設ける。 

５ 特別委員会                                               

・特別委員会は、特別に必要がある場合、全委員会の議決を経て設けられる。 

第１３条（顧問）この会に、会長の諮問に応ずるため顧問をおくことができる。 

（顧問は前年度役員とする。） 

第１４条（協力委員）この会の目的達成に必要あるときは、校下の町内会長を協力委員として支援願う

ことができる。 

第１５条（規約改廃）この規約を改廃する時は、総会で上程し、総会出席者の３分の２以上の賛成を得

るものとする。 

第１６条（実施）この会は、昭和４８年４月１日に発足し、本規約は、同年同月より実施する。 

 

昭和４９年４月２６日 一部改正       昭和５３年３月 ８日 一部改正 

昭和５９年３月 ８日 一部改正       昭和６２年４月３０日 一部改正 

昭和６３年４月３０日 一部改正       平成 元年４月２８日  一部改正 

平成 ２年４月２７日  一部修正・改正    平成 ８年４月２６日  一部改正 

平成  ９年５月 ９日  一部改正       平成１２年５月  ２日  一部改正 

     平成１５年４月３０日  一部改正       平成１６年４月３０日  一部改正 

平成２２年４月３０日  一部改正       平成２３年４月２８日 一部改正 

平成２５年１２月１０日一部修正・改正    平成２９年４月２８日  一部改正  

     平成３０年４月２７日 一部改正       平成３１年４月２６日 一部改正 

 

東安居小学校ＰＴＡ規約細則 

第９条 副会長の内、１名以上は女性とする。 

第１０条 女性代表を設置する。令和２年、３年に限る。市Ｐ連Ｂブロック女性代表として、ブロック

の運営に当たる。 

附則   

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 本細則は、役員会で改正することができる。 

平成２５年１２月１０日公布 

平成２９年４月２７日 一部改正 

平成３０年４月２７日 一部改正 

平成３１年４月２６日 一部改正 

令和 ２年５月２９日 一部改正 

 

東安居小学校ＰＴＡ規約 内規 （令和 2年 7月 30 日 施行） 

【渉外費用について】 

懇親会費  ：Ｂブロック、福井市ＰＴＡ連合会、福井県ＰＴＡ連合会主催 

       懇親会については、5,000 円を上限に実費を補助する。 

旅費、宿泊費：福井市ＰＴＡ連合会旅費規程にて支給される補助金の 

     半額を補助する。 

※太字は改正点、細則第１０条および内規は追加 



安達　秀敏

伊藤　加奈
栗波　恭平
濱中美代子
林　ゆきえ

庶　務

庶　務

Ｂブロック長
市
Ｐ
連
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

山川　敏之

女性代表

今市　泰代

庶務

布施　奈穂

資料１

顧　問

交通安全補導

（前年度役員）

安久　弘光

藤木祥子（広報誌号外）
小林朋（広報誌号外）
中野誠（広報誌年度末）
藤田真貴穂（広報誌年度末）

教
職
員

会計監査

教　頭
副会長

学年委員（役員以外の
４・５年保護者）

山口まるみ（１年交通安全教室）
吉田佳子（１年交通安全教室）
竹川文香（３年交通安全教室）
坂下聖仁（３年交通安全教室・夏
休み巡視）

前川真由美（資源回収①）
巣守彩子（資源回収②）
宮原果歩（資源回収③）
関孝雄（親子奉仕作業）
安田康子（親子奉仕作業）

学年委員（役員以外の
４・５年保護者）

令和３年度　東安居小学校ＰＴＡ組織図

役　員

会　長 校　長

鈴木　正樹 北　和幸

・必要に応じて若干名委嘱することができる。（学校：教頭）

副部長 中村　千鶴
ﾏｴﾀﾞﾚﾃﾞｨﾚﾓｽ
安本 絵梨

木村　香織 矢鍋　喜先佐々木　麻裕
檀野　美樹
吉田　晶子

卒業準備委員会

学年委員配置なし
学年委員（役員以外の

４・５年保護者）

田中夏音（ケーキ）
飯田庸子（ケーキ）
吉田亮子（試食会）

南　奈々恵 舩谷　理恵

副部長 副部長 副部長

厚　生地域ふれあい
部長 部長部長 部長

坂口　典子

我那覇生美（前）
竹川　真衣（後）

山本　祥恵

広　報

見附　町子

（学校会計担当）

安達　秀敏

会　計

竹田　智美
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